
呉市告示第３６６号 

 

 令和７年度及び令和８年度において呉市が発注する建設工事（建設業法第２条第１項に規定す

る建設工事をいう。以下同じ。）の一般競争入札又は指名競争入札（随意契約を含む。）に参加

し，契約の相手方となる者に必要な資格（以下「入札参加等資格」という。）及びその資格審査

の申請手続等について，呉市契約規則（昭和３９年呉市規則第５０号）第３条第４項（同規則第

２０条第２項において準用する場合を含む。）の規定により，次のとおり告示する。 

 

  令和６年１０月７日 

 

                         呉市長 新原 芳明 

 

１ 用語の意義 

  この告示における用語の意義は，次のとおりとする。 

 (1) 市内業者とは，建設業許可に係る主たる営業所を呉市内に有する者をいう。 

 (2) 準市内業者とは，建設業許可に係る従たる営業所を呉市内に有し，当該従たる営業所に契

約締結権限等を委任している者をいう。 

 (3) 市外業者とは，市内業者及び準市内業者以外の者をいう。 

２ 入札参加等資格 

  別表第１左欄に掲げる入札参加資格の区分について，次に掲げる事項を総合的に審査し，発

注の標準とする予定金額に対応させて定める。 

 (1) 客観的審査事項 

   平成２０年国土交通省告示第８５号（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の

２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件）に規定する項目 

 (2) 主観的審査事項 

  ア 呉市及び呉市上下水道局が発注し，完成検査した建設工事の工事成績評定 

  イ 呉市の指名停止等の措置状況 

  ウ 環境マネジメントシステムについてＩＳＯ１４００５準拠の制度における合格判定の有

無 

  エ 障害者雇用の状況 

  オ 呉市建設業危機管理対策協議会への加入状況 

  カ 消防団協力事業所の認定の有無 

  キ 地域環境維持向上活動の状況 

  ク 建設業労働災害防止協会への加入状況 

  ケ 協力雇用主登録又は暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録の有無 

  コ その他市長が必要と認める事項 

３ 申請を行うことができない者 

  次の各号のいずれかに該当する者は，入札参加等資格の審査に係る申請を行うことができな

い。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 



 (2) 呉市に納付すべき税金並びに消費税及び地方消費税の滞納がある者 

 (3) 別表第１右欄に掲げる建設工事の種類について建設業法第３条第１項の規定による許可を

受けていない者 

 (4) 入札参加等資格の審査に係る申請を行おうとする建設工事の種類について，建設業法第２

７条の２３第１項の規定による経営事項審査を受けていない者 

 (5) 入札参加等資格の審査に係る申請を行おうとする建設工事の種類について，総合評定値通

知書の完成工事高の実績を有していない者 

 (6) 経営事項審査の申請又は入札参加等資格の審査に係る申請において，虚偽の申請を行った

者（過去に虚偽の申請を行い，既にそれを理由として建設業法に基づく処分又は呉市の入札

参加等資格の取消しをされた者で，入札参加等資格審査の申請日において当該処分又は取消

しの日から２４か月を経過している者を除く。）又は重要な事項について記載（添付）しな

かった者 

 (7) 次のアからウまでに掲げる届出の義務を履行していない者 

  ア 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

  イ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務 

  ウ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務 

４ 資格審査申請の手続 

  入札参加等資格の審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，電子申請（広島

県及び県内市町（広島市を除く。）が共同して運用する電子入札等システムによって，インタ

ーネットを利用した申請）又は窓口申請を行うものとする。 

市内業者・準市内業者は，電子申請又は窓口申請のどちらか一つの方法に限るものとし，市

外業者は，市長が特に認めた場合を除き電子申請によるものとする。 

 (1) 電子申請 

  ア 対象者 

    市内業者・準市内業者のうち窓口申請を行わない者，市外業者 

  イ 申請方法 

    電子申請システムで定める様式によって作成した電磁的記録を広島県の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録させることにより申請を行うものとする。 

    なお，広島県に提出すべき添付書類（広島県告示第８７８号を参照。）については広島

県土木建築局建設産業課（広島市中区基町１０番５２号）（以下「広島県建設産業課」と

いう。）へ，別表第２に掲げる資格審査申請書類等については呉市財務部契約課（呉市中

央４丁目１番６号）（以下「呉市契約課」という。）へ持参又は郵送により提出するもの

とする。 

  ウ 申請期間 

    令和６年１１月１日（金）から令和６年１１月２２日（金）までに電磁的記録を広島県

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させ，かつ，令和６年１１月２９日

（金）までに別に提出すべき添付書類等を広島県建設産業課及び呉市契約課へ持参又は郵

送により到達させなければならない（期日までに記録又は書面が到達しない場合は，申請

全体を無効とする。）。 

 



 (2) 窓口申請 

  ア 対象者 

    市内業者・準市内業者のうち電子申請を行わない者 

  イ 申請方法 

    別表第２に掲げる資格審査申請書類等を呉市契約課へ持参又は郵送により申請を行うも

のとする。 

  ウ 申請期間 

    令和６年１１月１日（金）から令和６年１１月２９日（金）まで 

    （土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで                    

    なお，申請期間経過後は，市長が特に必要とする場合を除き受理しない。 

５ 入札参加等資格認定の通知 

  入札参加等資格の認定をしたときは，令和７・８年度の建設工事入札参加等有資格者名簿に

登載し，申請者に通知する。なお，認定をしなかったときもその旨を申請者に通知する。 

６ 入札参加等資格の取消し 

  入札参加等資格の認定後，経営事項審査の申請又は入札参加等資格の審査に係る申請におい

て，重要な事項について虚偽の申告をし，又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明し

た場合等は，入札参加等資格の取消しを行う。 

  入札参加等資格の取消しを受けた者は，令和７年度及び令和８年度において再び入札参加等

資格の申請をすることができない。また，令和９年度以降についても，その取消しの日から２

４か月を経過する日までは，入札参加等資格の申請をすること及び入札参加等資格の認定を受

けることができない。 

７ 入札参加等資格の有効期間 

  この告示で定めるところにより認定する入札参加等資格は，その認定の日から令和９年３月

３１日まで有効とする。ただし，令和９年４月１日以降においても令和９年度の入札参加等資

格の認定が行われていないときは，令和９年度の入札参加等資格が認定される日まで有効とす

る。 

８ 入札参加等資格認定後の等級の取り扱い 

  入札参加等資格の認定により決定した等級は，その有効期間中，原則として等級の変更を行

わない。 

９ 申請書等の記載事項の変更 

  申請後において申請書等の記載事項（商号又は名称，代表者，所在地等）に変更を生じた場

合は，速やかに変更事項を記載した書類等を提出すること（客観的審査事項及び主観的審査事

項については，この限りでない。）。 

ただし，呉市内へ本店又は営業所等を開設する場合は，別に告示する追加申請の時期にのみ

受け付けるものとする。 

10 その他の事項 

 (1) 追加申請の時期，手続等については，別に告示する。 

 (2) 今回の申請で登録を希望しなかった別表第１左欄に掲げる入札参加資格について，資格認

定後に追加で登録を希望（業種の追加）する場合は，別に告示する追加申請の時期にのみ受



け付けるものとする。 

 (3) この告示で定めのない事項については，必要に応じて市長が定める。 



別表第１ 

入札参加資格の区分 許可を受けていることが必要な建設工事の種類 

土木一式工事 土木一式工事 

建築一式工事 建築一式工事 

大工工事 大工工事 

左官工事 左官工事 

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事 

石工事 石工事 

屋根工事 屋根工事 

電気工事 電気工事 

管工事 管工事 

タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事 

鋼構造物工事 鋼構造物工事 

鉄筋工事 鉄筋工事 

舗装工事 舗装工事 

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 

板金工事 板金工事 

ガラス工事 ガラス工事 

塗装工事 塗装工事 

防水工事 防水工事 

内装仕上工事 内装仕上工事 

機械器具設置工事 機械器具設置工事 

熱絶縁工事 熱絶縁工事 

電気通信工事 電気通信工事 

造園工事 造園工事 

さく井工事 さく井工事 

建具工事 建具工事 

水道施設工事 水道施設工事 

消防施設工事 消防施設工事 

清掃施設工事 清掃施設工事 

解体工事 解体工事 

 

 

 



別表第２ 

番 

号 
資格審査申請書類等 

呉市独自 
様式番号 

市内業者・ 
準市内業者 

市外業者 

１ 建設工事入札参加等資格審査申請書  
工事様式 

1 
○ ○ 

２ 希望業種登録申請書 
工事様式 

2 
○ ○ 

３ 使用印鑑届 
工事様式 

3 
○ ○ 

４ 納税に関する誓約書 
工事様式 

4 
○ ○ 

５ 委任状 
工事様式 

5 
△ △ 

６ 営業所等所在調書（建設工事） 
工事様式 

6－1・6－2 
○ － 

７ 主観的事項の状況 
工事様式 

7 
○ － 

８ ＩＳＯ１４００５準拠の制度における合格証の写し － △ － 

９ 障害者雇用状況報告書等の写し － △ － 

10 呉市建設業危機管理対策協議会会員証明書の写し － △ － 

11 消防団協力事業所表示制度認定証明書の写し － △ － 

12 
地域環境維持向上活動の活動実績報告書の写し 

（令和５年度の活動実績が証明できるもので，提出先の受

付印があるもの） 

－ △ － 

13 建設業労働災害防止協会加入証明書の写し － △ － 

14 
協力雇用主登録又は暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事

業所登録を証する書面の写し 
－ △ － 

15 誓約書（個人事業者用） 
工事様式 

8 
○ 

(個人事業者) 
○ 

(個人事業者) 

16 代表者の身分証明書の写し － ○ 
(個人事業者) 

○ 
(個人事業者) 

17 登記事項証明書（商業登記簿謄本）の写し － ○ 
(法人事業者) 

○ 
(法人事業者) 

18 
国税通則法施行規則（昭和３７年大蔵省令第２８号） 

別紙第９号書式による納税証明書の写し（消費税及び地方

消費税に係るもの）※電子申請を行う場合は提出不要 

 
－ ○ － 

19 印鑑証明書の写し － ○ ○ 

20 
建設業許可証明書又は通知書の写し（申請時において有効

であるもの） 
－ ○ ○ 



21 営業所一覧表（建設業許可申請書の別紙二）の写し － △ △ 

22 
経営事項審査の結果通知書・総合評定値通知書の写し（有

効かつ最新のもの） 
－ ○ ○ 

23 
技術職員名簿（経営事項審査の申請書別紙二）の写し 

※市内業者のみ提出が必要 
－ ○ － 

24 
送信完了兼受付票の写し 

※窓口申請を行う場合は提出不要 
－ ○ ○ 

25 
受付票（建設工事） 

※窓口申請を行う場合は提出が必要。電子申請の場合は，

受付完了を確認したい場合のみ提出が必要 

工事様式 

9 
○ △ 

26 
受付票送付用封筒（宛先を記入し，切手を貼付したもの） 

※受付完了を確認したい場合に番号27と共に提出のこと。 
－ △ △ 

27 
資格認定通知送付用封筒 

（宛先を記入し，切手を貼付したもの） 
－ ○ ○ 

 

注１ ○印は，必ず提出すること。△印は，該当する場合に提出すること。 

 ２ 番号 10，11，13，14，16，17，18，19 の証明書の写しについては，申請日の３か月前の

日以降に発行されたものを提出すること。 

３ 令和７年度当初に登録する呉市の技術者名簿（市内業者）は， 番号 23により提出された

技術職員名簿（経審別紙二）の写しに記載されている技術者及びその資格を登録する。 

４ 電子申請時に係る広島県建設産業課への提出書類については，広島県告示第８７８号を確

認の上，提出すること。なお，必要な添付書類が期日までに到達しない場合は申請全体を無

効とし，かつ書面での申請はできないものとする。 

 

 （参考）※ 電子申請については，広島県ホームページを参照のこと。 

      「広島県の調達情報」 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/  

 


